
取締りの基本的な考え方

◯ 自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故につながる危険な運転行
為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、
悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となります。
◯ 一方で、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同
様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締り
の対象となることはありません。

※ 例えば、スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止ま
らせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合に
は、取締りを受ける場合があります。

出典「警察庁交通局」
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※注 ５，０００円

５，０００円

３，０００円

３，０００円

注：周囲の音が聞こえない状態での運転
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